
（令和５年６月12日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和５年６月12日（月）午後１時20分から午後２時30分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（14名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
２番　溝口　透（農政企画委員長）          ３番　冨田　順治
４番　中東　敬夫　　　　　　　　　　　　　５番　北野　紀美子
６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）　　　　７番　奥野　隆雄（会長）
９番　木邨　公重　　　　　　　　　　　　　10番　西尾　晴雄
11番　中橋　弘　　　　　　　　　　　　　　12番　小野　信次
13番　川口　茂明　　　　　　　　　　　　　14番　北川　康裕
15番　金谷　伸太郎　　　　　　　　　　　　17番　南　昌男（会長職務代理者）　　　
４　欠席委員（１名）

１番　奥野　清一
５　遅刻委員（０名）

　　
６　議事日程
　　第１　報告第８号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について
　　第２　報告第９号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第３　報告第10号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第４　報告第11号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明について
第５　報告第12号　使用目的変更承認願に係る専決報告について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長代理　川原　祐　　　　　　　　　　　係長　　　津川　育大
職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　職員　　　谷内　奈央
※　山口事務局長は公務のため欠席
８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
議長（奥野会長）　　みなさんこんにちは。
本日は、委員が1名欠席でございます。委員17名のうち16名が出席し、　　　出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
定刻前ですが、６月の委員会総会を始めさせていただきます。
議事に入ります前に、私からご報告をさせていただきます。
５月30日に令和５年度の全国農業委員会会長大会に出席しました。
「全国農業委員会会長大会について説明」
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務める　ことになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
本日は、報告第８号から報告第12号まで、全て報告案件になりますので、　　事務局から一括して説明していただき、説明が終わりましたら質疑をお受けしたいと思います。
事務局、説明をお願いします。
　事務局　　　　　報告第８号　農地法第18条第６項による合意解約の通知について、ご説明申し上げます。
（報告第８号　件番１朗読）

件番１につきましては、５月２日に受付をし、同日、地区担当委員と現地　　確認を行い、５月15日に会長専決により受理通知書を発行いたしました。
場所は、仁和寺地区にございますホームセンターの府道13号京都守口線を挟んで北側に少し入ったところにございます。
現況は画面のとおりで一部更地になっておりますが、以前はハウス栽培を　されており、農地パトロールを行った際には耕作をされていたことを確認しております。
賃借人が耕作できないとのことで、賃貸借は解除されますが、賃借人への離作補償金を差し引いて、一筆すべてを賃借人に売り渡される予定です。なお今後は、生産緑地地区の指定を解除後に、農地法第５条により自宅の庭敷地として農地転用すると聞いています。
次に報告第９号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第９号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は木屋地区にございます自動車教習所南側の　　スーパーマーケットを西側に少し進んだところにございます。
本件は４月26日に受付を行い、地区担当委員にご相談したところ、現場は　　よくご存じであることから、事務局のみで現地確認することの了解を得て、５月２日に現地確認を行い、５月15日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
既に公衆用道路の一部となっており、本件は転用漏れとなります。
経過といたしましては、随分昔に公衆用道路の一部として提供した際に、　　農地転用の届出を失念していたということから、経過書を提出していただいております。
次に報告第10号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報　告について、ご説明申し上げます。
（報告第10号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は寝屋南二丁目地区の第二京阪道路沿いのホー　ムセンターの北東側、寝屋神社の南側の農地でございます。
本件は５月16日に受付を行い、地区担当委員は届出の当事者であるため隣接地区担当委員と、５月18日に現地確認し、５月22日に会長専決により届出を受理したものです。
本件は一戸建住宅を８戸建築する計画でございます。
雨水排水については、既設雨水管に接続する予定であり、その流末につい　　ては、寝屋南地区土地区画整理事業において設置された雨水抑制施設（貯留槽）に集水されるとのことです。
現況は画面のとおりでございます。
（報告第10号　件番２朗読）

件番２につきまして、場所は寝屋川市と四條畷市との市域界にございます　複合商業施設から第二京阪道路挟んで北側、讃良川沿いの農地でございます。
本件は５月18日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、５月22日に現　　地確認を行い、６月１日に会長専決により届出を受理したものです。
現況は画面のとおりでございます。

本件は、露天資材置場に転用予定です。
次に報告第11号　租税特別措置法第70条の６第１項による適格者証明に　ついて、ご説明申し上げます。
（報告第11号　件番１朗読）

まず始めに、農地の相続税の納税猶予制度について、ご説明させていた　　　だきます。
農地の所有者が亡くなられ、農地を相続した者には相続税が発生しますが、農地には相続税の納税猶予制度という特例がございます。これは、農地を相続された者が引き継いで自身が亡くなるまで耕作をすること、あるいは、貸農園の運営等を含めた農業経営を行うことで、農地部分の相続税が免除ではなく猶予されます。亡くなった時点で相続税が免除となります。また、特例の対象農地は、本市のように市街化区域と市街化調整区域の線引きがされている市町村の農地については、市街化区域内の生産緑地の指定を受けている農地または市街化調整区域内の農地に限り、特例の適用を受けることができます。
相続税の納税猶予制度の適用を受けるには、相続人が亡くなった被相続人　に代わり農業経営を行うことができる適格者であるという農業委員会の証明書が必要となります。
制度上、市街化区域内の生産緑地については、永年、つまりお亡くなりに　　なられるまで耕作が必要です。市街化調整区域内の農地については、平成21年12月15日以降に亡くなられた方の相続税の納税猶予を受けた農地は永年の耕作が必要で、それ以前に適用を受けた農地は20年耕作することで納税義務が免除されます。
件番１につきまして、母と息子の関係になります。
特例の適用を受ける農地の場所は、市立桜小学校の南側、市立保健福祉セ　　ンターの東側でございます。
今回、適用を受けるのは、農地の面積全ての905㎡が相続税の対象となり、納税猶予の対象面積となります。
５月10日に適格者証明願があり、５月11日に地区担当委員と現地確認を　　行い、５月15日に会長専決により適格者証明書を発行したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
次に報告第12号　使用目的変更承認願に係る専決報告について、ご説明申　し上げます。
（報告第12　件番１朗読）

この使用目的変更承認願については、田や畑の耕作地に農業用倉庫を建築　する際には承認願を提出いただいているものです。
農地法では特に農業用倉庫建築の承認願の規定はされておらず、本市農業　委員会が独自に提出を求めているものです。
件番１については、報告第８号の件番１の農地の賃貸借の合意解約で報告　させていただきました賃貸人と同じ農地所有者となります。
場所は仁和寺地区にございますホームセンターから府道13号京都守口線を挟ん　で北側を少し進んだところでございます。
本件は、生産緑地の追加指定の申出により、５月19日に事務局にて現地確　　認を行った際に既存の農業用倉庫を確認しましたが、届出が無かったため、同日、届出をしていただき、５月22日に会長専決により承認したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありました。
報告第８号の件番１について、地区担当委員、何かご意見等ございますか。
　
　地区担当委員　　ただいま、事務局から説明いただいた内容のとおりです。
賃借権について借受人から地主に解約の申出があり、双方合意により賃借権の解約が整ったようです。
以前農地パトロールで現地確認をさせていただいたときには、事務局から説明があったように農業用ハウスを建てられていて、その中で野菜等を作られていましたので、これまで農地として適切に使用はされていました。
今回、事務局から説明があったように何ら問題はありません。

　議長　　　　　　地区担当委員から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第９号の件番１について、地区担　当委員、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　事務局から説明があったとおりです。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第10号の件番１について、地区担　　当委員ですが、届出の当該者に該当することから、代わりに他の地区担当委員が現地確認されていますが、何かご意見等ございますか。
　委員　　　　　　以前に農地パトロールで現地確認もしていました。寝屋南土地区画整理事業後は現在の場所に換地され、これまでみかん等の果樹を植えられ、適正に耕作されていました。
雨水排水については、事務局から説明があったように、土地区画整理事業　　において、区域全体の雨水を処理できる貯留槽を設置されていますので、何ら問題はないです。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に件番２ついて、地区担当委員が現地確　　認されていますので、何かご意見等ございますか。
　委員　　　　　　第二京阪道路が開通して、農地への進入路は側道からスロープを降りなければならないようになり、耕作が不便な場所になりました。
農業用水もポンプアップしなければなりませんし、第二京阪道路が開通し　てから耕作されておられなかったと思います。
不動産業者への売却がまとまったようです。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第11号の件番１について、地区担　　当委員が現地確認されていますので、何かご意見等ございますか。
　地区担当委員　　現地確認をさせていただいた際に、相続人の方が耕作されていましたので、お話をさせていただきました。
農業用倉庫はどうされているのかと聞いたところ、農業用倉庫は無く、　　　所有している田植え機で自ら田植えしているが、コンバインは持っていないので、田刈りは九個荘農協管内の農家の方にお願いし手伝ってもらっているとのことでした。
今後も農業を続けていくとのことです。
　議長　　　　　　地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に報告第12号の件番１について、何かご　　質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　  　　　　　　　ご質問等がないようですので、本日の議事案件は以上でございます。
事務局、何か連絡事項等ございますか。
　事務局　　　　　令和４年度農地パトロール（２回目）の実施報告及び利用意向調査の実施報告について
（実施報告及び利用意向調査を説明）

事務局長代理　　①パンフレット「地域農業の将来について考えてみませんか」～「地域計画」のご紹介～について説明。
　　　　　　　　②「トラック市」の開催について説明。
③大阪農業時報において、農業委員会だよりが全国農業新聞賞受賞の記事を掲載していることを説明。
　　　　　　　　　　
　議長　　　　　　以上をもちまして、６月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時30分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。

令和５年６月12日
寝屋川市農業委員会
会　　長　　奥　野　隆　雄
署名委員　　　　　　　　　　　　
署名委員　　　　　　　　　　　　
　
　
